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薬物市場における開発と新たな傾向   

大麻製品の新しい傾向 

いくつかの指標から、大麻市場は、依然として世界最大の薬物市場である。2021 年には世

界全体で約 2 億 1,900 万人の推定大麻使用者がおり、ほぼすべての国で大麻生産が報告さ

れている 1。過去数十年の間に、特に医療以外の目的で大麻の供給を合法化している国や地

域では、使用者が利用できる大麻製品の種類が多様化している 2。  

カンナビス・サティバには、大麻に含まれる主な精神活性カンナビノイドであるデルタ-9-

THC を含めて 100 種類以上の植物性カンナビノイドとテルペノイドが含まれている 3、4。

これらの化合物の中には精神活性をもつものがあり、また医療に使われる可能性をもつも

のもある 5。 

ここ数年、市場では、大麻法、特にデルタ-9-THC に特化した法律を回避するために、天

然に存在する精神活性カンナビノイドが数多く合成されている。これらの物質は、主に

CBD(Cannabidiol)から一連の化学反応によって生成されるものである 6。  

過去 15 年の間に、薬物市場では、完全に合成によるカンナビノイド受容体作動薬(または

「合成カンナビノイド」7)が出現したが、そのほとんどは植物性カンナビノイドと構造的に

関連しておらず、大麻植物に自然に存在するものではない。それらは多様な化学物質のグル

ープであり、その共通の特徴は、デルタ-9-THC と同じ人体のカンナビノイド受容体に結合

し、使用者にいくらかのデルタ-9-THC と同様の精神活性効果をもたらすが、多くの場合、

健康上のリスクを高める 8、9、10。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

新規大麻関連製品の普及  

多くの(時には違法な)起業家が、大麻関連の法律を回避するために、デルタ-9-THC を模

倣することを目的とした精神活性作用を持つ物質（薬物）を市場に導入している 11、12。こ

れらの中には、完全に合成された物質(合成カンナビノイド)もあれば、半合成または天然由

来のものもある。このレポート作成の時点では、最も一般的に販売されている半合成カンナ

ビノイドは、通常は CBD から合成されるが、THC から合成されたり、デルタ-8-THC13、

ヘキサヒドロカンナビジオール、時にはデルタ-10-THC14 や酢酸 THC-O などから合成さ

れたりするものもある。  

米国では、デルタ-8-THC への関心が、2020 年に高まった 15, 16 。この化合物は、当時、

米国の薬物法の下で管理されていなかったため、特に娯楽用大麻が合法化されていなかっ

た州で、人気を得た 17, 18 。この物質の魅力を高めた可能性のあるもうひとつの要因は、デ

ルタ-9-THC と比較して比較的低い価格(ミリグラム/ドル比)である 19。デルタ-8-THC を

含む多数の製品が、主に食用や蒸気を吸うカートリッジの形で、短期間で市場に出回った 20

だけでなく、その濃縮物やチンキ剤（アルコール溶解剤）21 も出回った。デルタ-8-THC を

使用した者は、同等の用量で、デルタ-9-THC よりも低い精神活性効果 22 を感じる経験を

し、副作用が少なかったと報告している 23。これは実験的証拠 24 と一致しており、いくつか

の可能な薬物動態メカニズムが関連している可能性がある 25。しかし、 いくつかの要因か

ら、使用者が使用する用量は大きく異なり、不純物から生じる健康上のリスクにつながる可

能性がある 26。 デルタ-8-THC を使用する者の特徴は、まだ明らかになり始めたばかりで

ある。米国で実施された研究によると、過去 1 か月間の大麻使用者のうち、男性は女性より

もデルタ-8-THC の使用を報告する傾向が強いことが示されている。  

デルタ-8-THC の安全性とヒトへの影響についてはほとんど知られていないが 28、現存す

るエビデンスはどちらかというと伝聞的なものであり 29、本レポート作成時点では、どの国

にも投与量や年齢制限に関する国内規制は存在していない。米国では、チョコレート、グミ、

クッキーなど、若者にアピールするように設計されたデルタ-8-THC を含む製品は、その多

くが明るくカラフルなデザインと魅力的なフレーバーを付けて、デルタ-9-THC を含む製品

が合法化されている州などで販売されている大麻製品と同様の方法で販売されている 30。規

制や品質管理が実施されない中で 31、消費者に販売されるデルタ-8-THC 製品には、多くの

有害な汚染物質(デルタ-8-THC の合成副産物)32 や表示のない混入物 33 が検出されている。 

これらの有害物質の中にはデルタ-9-TH、残留溶媒、農薬、重金属などが含まれる 34。2021 

年 9 月、米国の 21 の州は デルタ-8-THC を制限または禁止し、消費者に警告を発した 37。  

デルタ-8-THC の使用は、イタリア、スペイン 39、スウェーデンなど、他の国でも散発的に

行われているが 40、多くの国で 国内法によってデルタ-8-THC の販売や取引は違法のまま

であり、入手が制限されている。  

現在市場に出回っている他の THC 関連製品には、デルタ-10-THC および THC-O アセテ

ートが含まれる 41, 42。 科学的文献での記載はほとんどないが、分子内の酢酸基はバイオア
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ベイラビリティ（生体利用率）を高めるので、その効力はデルタ-9-THC 分子の 3 倍にな

り、幻覚作用があることが示唆されている 43。  

HHC は 80 年前に初めて記載されたが 44、この物質の非医療的使用は新しいものであり、

2021 年後半に米国で最初に報告された 45。 HHC は CBD から合成できるが、デルタ-8-

THC またはデルタ-9-THC から合成もできる。HHC の使用による健康への影響に関する

データはほとんど存在しない 46, 47。ヒトにおける HHC の薬理学および毒性学はこれまで研

究されておらず不明なところが多く 48 、加えて、HHC を含む製品には、汚染物質、その他

の意図的に添加されたカンナビノイドや希釈剤が含まれていることもよくある 49。 HHC は

ヨーロッパ市場でますます頻繁に見かけられるようになり 50, 51, 52、2022 年 5 月、デンマー

ク警察によって最初に押収された 53。また、2023 年 3 月 31 日までに、HHC は THC 含有

製品の「合法的」代替品として、さまざまな販売店やオンラインショップで公然と販売され

ている 54。HHC を含む製品は、HHC を噴霧した低濃度の THC の大麻の花や樹脂、電子タ

バコカートリッジまたはペンから、食用(特にグミやマシュマロなどのフレーバー菓子)、さ

らにはオイル剤とチンキ剤;その形とパッケージは北アメリカのデルタ-8-THC に類似して

いる、などに至るまで多岐にわたる。HHC の出現は、デルタ 8-THC の出現と同様に、2018

年の米国の法改正に関連している可能性が高い 56、57。法執行機関のデータによると、HHC

オイルと HHC を含む完成品は、米国からヨーロッパ諸国に大量に出荷されることが多いこ

とが示唆されている。 2022 年 8 月から 2023 年 3 月の間、他の 2 つの関連する半合成カン

ナビノイド、HHC アセテートとヘキサヒドロカンナビホロールが欧州連合の 5 カ国で報告

された 60。  

さらに、大麻巻タバコ(ジョイント)には、さまざまな物質が注入されていることが報告さ

れている。例えば、米国では、デルタ-9-THC を含む濃縮物を注入したジョイントが報告さ

れており 61、低濃度の THC を含む大麻草と合成カンナビノイドの混入も欧州連合(EU)で

も報告されている。最も多く検出された物質は、2020 年の MDMB-4enPINACA と 2021 年

の ADB-BUTINACA であった(8 カ国)。このような製品は、大麻草として無防備な人々に

販売されている。その使用は、中毒を含むかなりの健康被害と関連しており、そのうちのい

くつかは致命的であることが証明されている６２。  
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カンナビノイドの普及における大麻産業の役割  

デルタ-8-THC-と HHC を含む多数の製品が市場、特にオンライン市場で急速に出現して

いることは、それらを利用できるようにするために業界が関与していることを示している。

例えば、最近のビジネスレポートによると、米国ではデルタ-8-THC 製品は 2 年間で約 20

億ドルの利益を生み出し、2022 年末までにカンナビノイド市場の約 50%を占めている。  

大麻、デルタ-8-THC、その他の新しいカンナビノイド製品: 2022 年に米国で実施された調

査では、現在 CBD を使用している者の 35%、大麻を使用している者の 30%が、過去 6 か

月間に精神活性大麻由来の製品(デルタ-8-THC を含む製品など)を購入していた。その結果、

CBD を販売する多くの企業が、デルタ-8-THC や類似の製品をポートフォリオに追加して

いる 64。  

大麻医療用製品、CBD ウェルネス製品のマーケティングに関与する営利企業は、合法的な

娯楽用大麻市場に投資する企業とリンクしていることが多いという兆候が見られる。実際、

これらの企業は、同体である場合がある 65。これらの企業は、利益の最大化に向かい、消費

を増加させる可能性のある政策やアプローチを支持する 66, 67。最近の分析では、例えば、北

米の主要な大麻企業の社会的責任の実践は、業界を正常化し、合法化することを目途として
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いるものであることが示されている 68。「大手飲酒（アルコール）」、「大手たばこ」および「大

手製薬会社」業界で行われているケースと同じように、「大手大麻」業界 69 が、特に医療以

外の大麻の供給を合法化している国や州において、ロビー活動、積極的なマーケティング、

影響を与えるような科学研究を行う懸念が提起されている 70。  

しかし、市場に出回っているすべての大麻製品が、拡大する業界の同一のセグメントによ

って推進されているわけではない。例えば、デルタ-8-THC と HHC を含む製品を販売する

新興企業と「大手大麻」企業の間には明確な関連性はない。これらの大麻関連企業は現在、

業界のさまざまな、潜在的に競合するセグメントをそれぞれ代表していると思われる 71。 
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南米における大麻の効力増加の兆候  

大麻の効力－大麻製品のデルタ-9-THC 含有量－は、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、北

米で増加している c。大麻製品のデルタ-9-THC 含有量は、急性危害(事故、精神病症状、小

児中毒など)や慢性危害(大麻使用障害、認知障害など)のリスクを含む、健康にもたらす危

険のレベルに影響を与える可能性があるので、これに関する状況を追跡することが重要で

ある。 

 ヨーロッパと北米以外では、大麻製品のデルタ-9-THC 含有量のレベルと長期的な傾向に

関する体系的なデータがないので、大麻製品がヨーロッパと北米以外の場所で変化してい

るかどうか、またどの程度変化しているかを判断することは困難である。しかし、南米から

得られる散発的な情報によると、この地域でも大麻の効力が高まっている可能性がある。

2011 年までに、遺伝子組み換えにより高レベルの THC を含むと報告された大麻の新株が

コロンビアで「Creepy クリーピー」という名前で登場した d。そして、その周辺国では、こ

の製品が「Crippy」、「Cripi」、「Krippy」、「Kreepy」、「Cripa」など、さまざまな名称で使用

されている e。2013 年以降、「Creepy クリーピー」の消費と押収の両方がコロンビア f、エ

クアドル g、h チリ i、j、ペルーk、そして時折、南米の他の国々でますます報告が多くなって

いる。しかし、この名称は、南米地域の典型的な大麻ハーブよりも高い THC 含有量を持つ

いくつかの雑種または品種に使用されている可能性もある。チリでは、ほぼすべての地域に

「Creepy」が浸透していることが報告されており、コロンビアでは、娯楽目的で製品を使用

した結果、医師の診察を受ける者が増加していることが観察されているｎ。チリを例に挙げ

ると、2017 年から 2020 年の間にこのような押収が 700%増加した o。さらに、コロンビア

では、2019 年に薬物市場に「ワックス」と呼ばれる高い効力を持つ大麻製品があると報告

されている e。 

「Creepy クリーピー」の効力に関するデータは乏しい。2017 年の分析では、コロンビアで

は 18〜42%のデルタ-9-THC が含まれていること明らかにされ、チリでは 2021 年の研究

で、平均効力が 17%で、一部のサンプルでは最大 80%のデルタ 9-THC を含有するものが

見られた。 これらのレベルは、過去 10 年間に中南米とカリブ海で一般的に報告された 2〜

5%の効力とは対照的である e。 

 

a UNODC, World Drug Report 2022 (United Nations publication, 2022).  

b PRSC Cannabis Concentration Workgroup, Cannabis Concentration and Health Risks: A 

Report for the Washington State Prevention Research Subcommittee (PRSC) (Seattle, WA, 

USA: University of Washington, 2020).  

c Wayne Hall, Janni Leung and Beatriz H. Carlini, “How Should Policymakers Regulate the 

Tetrahydrocannabinol Content of Cannabis Products in a Legal Market?”, Addiction, 2 

February 2023, add.16135.  
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d Elyssa Pachico, “Potent Colombian Pot Could BeBig Earner for FARC”, InSight Crime, 21 

June 2011.  

e Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and Organization of American 

States (OAS), Information Bulletin: Cannabis with a High Concentration of 

Tetrahydrocannabinol (THC) and Synthetic Cannabinoids in Latin America and the 

Caribbean (Washington, DC, USA, 2023).  

f Gloria Rose Marie de Achá, Stock de Cannabis En América Latina: Radiografía Del 

Microtráfico y La Venta al Menudeo (Colectivo de Estudios Drogas Y Derecho, 2019).  

g Genesis Geannine Bazurto Estupinan, Factores Que Influyen En El Consumo De Drogas 

En Estudiantes De Bachillerato De La Unidad Educativa Rocafuerte (Esmeraldas, 2021).  

h Irma Coraima Pacheco Diaz, Consumo de Creepy y Su Influencia En La Conducta Disocial 

En Un Adolescente de 16 Años (Babahoyo, Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo, 

2019).  

i Carmen Paz Castañeda et al., “Uso de Cannabis En Jóvenes Hospitalizados Por Un Primer 

Episodio de Psicosis: Un Estudio Caso-Control”, Revista Médica de Chile 148, no. 11 

(November 2020): 1606–13.  

j Antonia Sateler et al., “Nombres Populares y Clasificación de Las Drogas de Abuso Ilícitas 

En Chile”, Revista Médica de Chile 147, no. 12 (December 2019): 1613–20.  

k Inter-American Drug Abuse Control Commission and Inter-American Observatory on 

Drugs, Report on Drug Supply in the Americas, 2022.  

l “Police Discover Powerful Cripa Marijuana”, Now Grenada, 11 October 2018.  

m de Achá, Stock de Cannabis En América Latina: Radiografía Del Microtráfico y La Venta 

al Menudeo.  

n Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and Organization of American 

States (OAS), Information Bulletin. Data from the Early Warning System for the Americas, 

vol. 1, 1, 2020.  

o Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) and Organization of American 

States (OAS), Information Bulletin: Early Warning System of the Americas (Washington, 

DC, USA, 2022). 
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ケタミンは暴力的な行動と性的衝動を増加させる
90。ケタミンは、特に男性同性愛者の間での

「chemsex:性感を高める薬物使用」として使用

される薬物 91 の 1 つであり、「デートレイプ」薬

物としても使用される 92、93。 

 

ケタミンの最も一般的な使用経路(非医療目

的)は経口および経鼻であるが 105、ケタミン

は喫煙 106、注射、直腸への投与 107 などの方

法で使用され、最近では蒸気吸入をしたとい

う報告もある 108。 

 

ケタミンの乱用グループには、エレクトロニッ

ク・ダンス・ミュージック・シーンの常連、「超

能力者 Psychonauts」、静脈注射薬物使用者、

オピオイド使用者、クラブ・シーンの

LGBTQI+などがいる 109。 

 

ケタミン－周辺薬物、それとも主流薬物？ 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘンシクリジン誘導体ケタミンは、1962 年に初めて

合成された解離性麻酔薬 72 である 73。 

 
N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体の非競合的拮抗剤

であるが、他の受容体(オピオイド受容体など)とも相互作用 

する 75。 

 

効果は投与経路と投与量によって異なる(10〜

300mg87、88 まで、非医療使用者でさまざまな用

量が記録されている)。低用量では、覚醒効果が強

く、高用量では、幻覚効果が強い。 

 

 

ケタミンは神経活性物質 NPS である。ケタミンは

国際的管理下にはない 76。しかし、ケタミンの国際

的管理の可能性をめぐる議論は進行中である。必須

医薬品としてのケタミンへのアクセスを確保する必

要があることを考えると、問題は薬物政策のジレン

マの中にある。 その一方で、その誤用とそれに関連

する害のエビデンスが増えている。 

 

 

ケタミンは、WHO の必須医薬品モデルリストに掲

載されている。これは広い安全域 79、80、の麻酔薬

として医療分野および獣医学分野で主に苦痛の処

置のために使用される。最近では、(治療抵抗性の)

うつ病、双極性障害、心的外傷後ストレス障害、

自殺傾向、物質使用障害(アルコールとコカイン)の

治療法としての使用が研究されている 81。 

 

ケタミンの慢性的な非医療的使用は、認知障害

(記憶、学習、実行機能)、精神障害 94、膀胱炎

(「ケタミン膀胱」)、および「K けいれん」 

 
を引き起こすことが知られており、また、長期にわたる大

量使用は激しい腹痛を引き起こす可能性がある 95、96。腎

障害は透析を必要とするほど広範囲に及ぶ場合がある 97。

上部消化管症状と胆汁うっ滞も頻繁にみられる 98。長期使

用者では、脳の構造的および機能的異常がみられる 99。ケ

タミン使用者では、女性は男性より認知障害と尿の不快感

の重症度が高い 100。 

ケタミンは耐性と離脱症候群の発症を起こし 101、ケタミン

依存症を含むケタミン使用障害を起こす 102、103。離脱症状

の経験は女性でより深刻である 104。 

 

急激なケタミン服用は感覚入力のブロック、記憶

および認知機能の障害、頻脈、高血圧、視覚変

化、心理的な解離および幻覚を起こす可能性があ

る 83。 ケタミンの非医療的使用は、非人格化、非

現実化、そして大量服用の場合、いわゆる「K ホ

ール」－完全な解離の状態－、時には体外離脱を

伴うことがある 84。まれではあるが、ケタミン中

毒に関連する偶発的な死亡が起こる 85。さらに、

ケタミン中毒は使用者の判断力を損ない、致命的

な二次的事故につながるため、致命的な結果をも

たらす可能性がある 86。 

 

ケタミンの非医療的使用に関する最初の報告

は、1967 年にさかのぼる。 
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ケタミンの非医療的乱用の歴史的概観: 東南アジアの一部で乱用される主要な薬物  

ケタミンの無視することができない非医療的乱用は、1980 年代にレイブダンスシーンに関

連してアメリカ合衆国で、1990 年代に西ヨーロッパで出現し始めた。この時期の確かなデ

ータは北米と西ヨーロッパについてのみ入手可能であるが、その初期の時期にインドのゴ

アのビーチで行われたオルタナティブ・ダンス・パーティーにおけるケタミンの非医療的乱

用も報告されている 111。  

1990 年代初頭に西ヨーロッパで行われた調査では、ケタミンは比較的高用量で乱用されて

いたことが示唆されており 112、113、多くの場合、プライベートな環境 114 で、娯楽目的のダ

ンスドラッグとして、覚醒効果よりもむしろ、薬物のサイケデリックな効果を体験すること

を求めて乱用された 115。1990 年代の終わり頃には、ケタミンは「エクスタシー」として販

売され、誤解されて乱用され 116、乱用者の期待とは著しく異なる効果をもたらしたので、

ヨーロッパのダンスシーンで評判が悪かったことがある。  

2000 年代初頭、ヨーロッパではケタミンの乱用は国際的に規制されている薬物の乱用よ

りも少なく、米国でも若者の間では減少していたが 117、東アジアと東南アジアではケタミ

ンの乱用が急増していた。また、ダンスシーンに関連して 118、アジアにおけるこの薬物の

非医療的乱用は、1997 年に中国で最初に記録され 119、2000 年代初頭から、香港、台湾 120、

マカオ、中国、マレーシアでも記録された 12１。 

ケタミンの入手可能性についての指標は、その期間に急激に上昇し、香港でのケタミンの

人気は、違法な市場にこの薬物が導入されてから 3 年以内に、21 歳未満の者が最初に選択

する薬物となった 122、123、124。台湾では、 ケタミンの人気は 2000 年代初頭に急上昇した 125。

2000 年代初頭の中高生を対象とした一連の調査では、ケタミンは「エクスタシー」と並ん

で最も一般的に乱用されている薬物の 1 つであった 126、127 。中国では、2014 年までに

222,000 人の、あるいは中国のすべての登録薬物乱用者の 15%以上が、ケタミンの乱用者と

して警察によって正式に登録された 128。ケタミンの非医療的乱用は、2015 年に発表された

ケタミンによる膀胱炎に関する研究で述べられているように、中国社会の健康上の負担に

なっていた 129。  

2000 年代初頭の東アジアと東南アジアで観察されたケタミン乱用のパターンは、程度は

大きくないが、ヨーロッパでの初期の研究で記述されたものとは異なっていた 130。2004 年、

ケタミン乱用者や台湾の医療従事者でさえ、主にタバコとして吸われたケタミンによって

誘発される可能性のある体外離脱体験"K ホール"体験 131 には、ほとんど気づいていなかっ

た 132。同時期、香港では、ケタミンは、はやりのダンス場面で主に若い労働者階級の者に

よって消費されていた 133。これは、ケタミンが主にその「覚醒」作用を求めて、低用量で

乱用されていたことを示唆している 134。このことは、乱用者に対するインタビューからそ

の効果の経験の説明によって確認された 135。また、2000 年代初頭にこの地域でケタミンの

人気が高まっていることに寄与したと思われる他の要因としては、その低価格と、他の薬物

と比較して規制が緩かったことがある 136。 
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ケタミンの健康への悪影響を抑えるために、この地域の多くの国は、ケタミンとその製造

に乱用される前駆体に、より厳しい規制を導入した。例えば、中国では、ケタミンは 2013

年にカテゴリーI の向精神薬に再分類された。2009 年から 2016 年の間に、台湾、香港、マ

カオでケタミンの人気はピークに達したようであるが、その後は、ケタミン乱用の指標の明

らかな減少が観察された。これは少なくとも部分的には、新しい規制の結果である。  
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ケタミン供給の動向: 供給国における最近の多様化  

ケタミンは医療供給チェーンから転用することができるが、近年、この薬物についてはそ

の違法な製造が違法な供給の主な手段になっているようである 137。ケタミン押収の傾向は、

この薬物が国際的な管理下にないので分析が困難である。しかし、2000 年以降、ケタミン

の著しい押収例が報告され始めている 138。一部の国ではケタミンをそれぞれ異なる時点で

国家管理下に置いているため、押収された薬物の量の年々の変動は、その供給の変化ではな

く、規制の行われた時期の反映である可能性がある。  

押収されたケタミンの量からすると、2015 年までは、中国におけるケタミンの密輸が、世

界中で密輸された量の過半数を占めているようである。その後、中国におけるケタミンの密

輸は劇的に減少し、主に地理的に近い国が支配的になった。例えば、近年、東アジアや東南

アジアの他の国々では、ケタミンの押収が急増しており、その主な原因は、この地域、特に

カンボジアとミャンマーで大量のケタミンが違法に製造されていることにある 139。  

押収されたケタミンの量だけでなく、ケタミンの密輸ルートや供給国にも著しい変化が見

られ、アジア以外の国が出国国として報告されるケースが増えている。国際麻薬管理委員会

INCB はまた、2019 年に、Project ION (神経活性物質に関する国際取組 International 

Operations on NPS) 事例情報共有システムにおけるケタミン押収の公式報告に基づき、東

アジアおよび東南アジア以外の不正取引ルートの多様化を報告している 140, 141。  

ケタミンの密輸が東アジアや東南アジアを超えて地理的に拡大しているという報告は他

にもある。過去 5 年間にアフリカでケタミンの押収が多数行われており、この地域でのケ

タミン不正取引が証明されている。このような事例は、西アフリカ、中央アフリカ、南部ア

フリカ、東アフリカの国々が、主に米国向けのケタミンの中継国として利用されていること

を示唆しており、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、オーストラリア、香港、中国などの国々

にも利用されていることを示唆しているが 142, 143、アフリカでケタミンの現地市場が出

現しているかどうかは不明のままである。  

ケタミンの押収の場合と同様に、ケタミンの違法製造に関する中国の優位性も低下してい

る。過去 10 年間に解体され、UNODC に報告された世界中の 500 の違法なケタミン密造所

の 83%を中国が占めているが、中国で解体された密造所の数は 2013 年をピークに徐々に

減少し、近年では解体されたものはほんの一握りとなった。  
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ケタミンの乱用は規制薬物の乱用を下回っているようであるが、一部の国では、特に若者の

間で増加している 

入手可能なデータの限界により、ケタミン乱用の世界的な経験率を推定することは困難で

ある。しかし、大麻、オピオイド、コカイン、アンフェタミン、「エクスタシー」などの国

際的に規制されている薬物の乱用を下回っていることは明らかである。また、入手可能なデ

ータを持つほとんどの国では、ケタミン乱用の生涯経験率は、女性よりも男性の方が顕著に

高いことが明らかにされている。  

ケタミンは、2020 年または 2021 年、いくつかの国で UNODC に報告された一般的に乱

用されている薬物の 4 番目 144 または 5 番目 145 であったが、この薬物を最も一般的に乱用

されている薬物であると報告した国はなかった。しかし、主に西ヨーロッパ、中ヨーロッパ、

北米、オセアニアの数十カ国のインターネットユーザーの利便性サンプルで構成される国

際的なオンライン調査 146 への回答では、2017 年から 2020 年の間に回答者の間でケタミン

の乱用が増加したことが示されている 147。 これは、同じ年にヨーロッパで実施された同様

のウェブベースの調査(13%)で示されたケタミン乱用の経験率とほぼ同じであったが、ケタ

ミン乱用の年間経験率は南東ヨーロッパではかなり低く、4%であった。これとは対照的に、

ジョージア(30%)149、アイルランド(合計 24%、18〜24 歳の男性では 36%)150、レバノン

(21%)151 のインターネット回答者では、ケタミン乱用者の割合が例外的に高かった。  

一部の国では、ケタミンの乱用の増加は、若者の乱用によって引き起こされているようで

ある。例えば、2015 年以降、イギリスのイングランドとウェールズでは、特に 16 歳から 24

歳の人々の間で過去 1 年間のケタミン乱用の増加を反映して、ケタミンの乱用が増加して

いる 152。オランダでもケタミンの乱用が最近増加しており 153、特にナイトライフの現場で

の若者の間で増加している。これは 2016 年から 2019 年にかけて実施された大規模なナイ

トライフ調査で報告されたケタミン乱用の急激な増加を反映するものであり、治療を必要

とするケタミン中毒も増加している 154。  

ヨーロッパ 5 カ国のナイトライフシーンにおける若者(18〜34 歳)の縦断的調査では、2017

年から 2018 年の間に、ケタミン乱用者数(21%増加)と乱用頻度(15%増加)の両面で、ケタ

ミンの乱用が明らかに増加したことが示されている。ただ、ケタミンの常習的使用 155 には

増加はみられなかった 156。  

ヨーロッパのいくつかの国でケタミンの乱用が増加している兆候があるにもかかわらず、

結果として生じる急性の健康被害のレベルは他の薬物と比較して比較的低い傾向があり、

ケタミンによるものは、2020 年における急性薬物中毒の 1.3%であった 157。  

ケタミン乱用の増加は、ヨーロッパ以外の国でも起こっている。例えば、オーストラリア

では 2016 年から 2019 年にかけて認められているが、これは主に 20 代の経験率が倍増し

たことによるものであり 158、2015 年以降では「エクスタシー」の常連ユーザーの間でも同

様のケタミン乱用の増加が記録されている。しかし、ケタミンの乱用は一般的には低いまま

である 159、160。南米では、ケタミン乱用と入手可能性は、2010 年代半ば以降は、ヨーロッ
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パなどより低いレベルになっている。例えば、2019 年から 2021 年にかけてのボリビア、コ

ロンビア、エクアドル、ペルーの大学生における過去 1 年間の経験率は 0.1%以下であった

161。しかし、押収されたケタミンの量は 2015 年から 2019 年の間に明らかに増加傾向にあ

り(50kg 以上から 300kg 以上に増加)、2017 年には近隣のドミニカ共和国でケタミンを違法

に生産していた密造所が解体された。  

アルゼンチン、チリ、コロンビア、ウルグアイ 162 では、ケタミンが最近、「tuci」や「tucibi」

など、さまざまな通称名を持つ「ピンクコカイン」163 などの調合物の成分として特定された

164。 さらに、2018 年 9 月から 2020 年 1 月の間にブラジルで開催されたエレクトロニック

ミュージックイベントの参加者のほぼ 3 分の 1 の口腔液からケタミンが検出された 165。 

2019 年から 2022 年にかけて、ケタミンを含む「ピンクコカイン」または「tuci」は、北米

やヨーロッパを含む南米以外の法執行機関や薬物検査機関によっても確認されている 166。  

2021 年以降、ケタミンは、「ハッピーウォーター」167 の調合物の成分として、シンガポー

ル 168、タイ 169、ミャンマー170 で、またタイでは「k 粉ミルク」などの調合物の成分として

も特定されており、2021 年 1 月には 13 人が死亡し 171、同年、シンガポールとタイでは「エ

クスタシー」錠剤の混入物としても特定された 172。  

ケタミンはさまざまな通称名で調合され、販売されている結果、使用者がケタミンと気づ

いていないため、使用実態調査ではケタミンの乱用が過小報告される可能性がある。  
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東・東南アジアにおけるケタミン需給の最近の変化  

ケタミン乱用は、東アジアおよび東南アジアの一部の国、地域、および地理的領域では横ば

いか減少しているようである 173,174。例えば、中国では、2014 年の 222,000 人から 2021 年

には 37,449 人のケタミン乱用者が登録されおり 715、2014 年の 222,000 人から減少してい

る 176。この大幅な減少は、国内で解体される薬物の密造施設の数の減少と一致している。

しかし、ケタミンは、市場の縮小と並行して、この地域で引き続き大きな課題を提起してい

る 177。ケタミンは、中国本土における市場の縮小と並行して、カンボジアと香港 178、での

乱用の増加が報告されており、ケタミンの製造は、東アジアおよび東南アジアの他の国々、

特にミャンマーで増加している。ミャンマーと近隣諸国、特にタイの当局は、2016 年以降

に大量のケタミンを押収し始めており、これは市場が拡大していることを示唆している。ケ

タミン乱用はタイのナイトクラブでも確認されているが、その乱用の程度は不明である 179, 

180。  

加えて、2020 年代初頭以降、カンボジアではケタミンの違法製造に関与する犯罪集団の存

在が増加していると思われ 181、同国におけるケタミンの押収は近年大幅に増加し、2021 年

には約 2.8 トン、2022 年には 13.5 トンに上った 182。ミャンマー(2.3 トン)やラオス人民民

主共和国(1.9 トン)でも押収の増加が記録されている 183。  

 

ケタミンは乱用される薬物の主流になる可能性を秘めているか?  

過去 20 年間の東アジアおよび東南アジアにおけるケタミン市場の拡大は、特定の状況下

では、ケタミンが主流の薬物になる可能性を示唆している。この地域におけるその要因は、

ケタミンの覚醒効果が少量でサイケデリック効果よりも顕著であること 184、低価格である

こと 185 と比較的容易に入手できること 186 にある。一部のヨーロッパ諸国とオーストラリ

アで最近観察されたケタミン乱用増加が、ケタミンの非医療市場の拡大と使用者へのより

大きな有害な影響をもたらすかどうかが判明するには、まだ時間がかかる。近年、南米や東

アジア、東南アジアでケタミンを含む調合物が急増していることから、薬物不正取引人がケ

タミンを含む製品を多様化することで、魅力的なものとして新たな使用層の開拓し、市場基

盤の拡大を試みようとしている可能性がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

亜酸化窒素の誤用：一部の地域での懸念の原因に?  

ケタミンに加えて、別の解離性麻酔薬である亜酸化窒素、これは甘い味と匂いを持つ無色

のガスであるが、この使用が合法的な医療目的や料理目的の使用 a でさえ、一部の地域では

懸念の原因を生み出している。その非医療的使用は、19 世紀初頭から記録されている b。亜

酸化窒素は「笑気ガス」と呼ばれ c、は、くすくす笑いや笑い、リラックス、落ち着き、知

覚の歪みを伴う陶酔感などの短期的な即時効果があると示されている d。  

亜酸化窒素の使用は少なくなってきているが、亜酸化窒素が医療的に使用される場合(主

に鎮静剤および鎮痛剤として)e、この薬物は広い安全域を有すると考えられている f。しか

し、亜酸化窒素が非医療的に使用される場合、「ヘビーユース」(オランダとデンマークの毒

物センターは、通常、1 回のセッションで 50 個以上のバルーンの使用として定義している

g)による副作用は重大なものになる可能性がある。亜酸化窒素の非医療的使用は新しいもの

ではないが、最近になって、この乱用が西ヨーロッパと中央ヨーロッパで懸念される現象に

なっている。 この分野の科学文献には、最近、特に 2017 年以降、亜酸化窒素の非医療的使

用が拡大しており、亜酸化窒素の健康への懸念される影響に関するエビデンスが増えてい

る。非医療的目的の使用（乱用）では、急速かつ短期の効果(最大 5 分)g が、通常、ガスカ

ートリッジから採取した亜酸化窒素で満たされたバルーン(ホイップクリームやソーダの作

成に使用されるものなど)から吸入することによって得られるが、最近、より大きなシリン

ダーから直接吸入するなどの他のより危険な方法での非医療的使用も行われている g,h。こ

の使用方法は、肺への褥瘡や凍傷のリスクをもたらす g。他の短期的な副作用は一般的に軽

度で、30 分以内に消える。しかし、長期間の「過剰使用」(慢性使用)は、ビタミン B12 i の

不活性化につながり、神経毒性を含む幅広い血液学的、神経学的、心血管的および精神医学

的害をもたらし、適切に治療しなければ、不可逆的な神経学的損傷をもたらす可能性がある

j。亜酸化窒素の非医療的使用によるカートリッジや風船のポイ捨ては、最近、西ヨーロッパ

と中央ヨーロッパで大きな社会的懸念を引き起こしている g。 

亜酸化窒素の非医療的使用の世界的な広がりは、集団レベルの推定値は限られたもので

あり、また高所得国に集中しているため、現時点では定量化できない。亜酸化窒素の非医療

的使用は、大規模な薬物使用調査項目に含まれていないか、あるいは他の物質(ほとんどの

場合、有機溶剤・吸入剤)と一緒にグループ化された項目の中に入れられている。入手可能

な情報によると、亜酸化窒素の非医療的使用者（乱用者）は、10 代から 20 代の若者など、

若年者が多いことが示唆されている。この情報のほとんどは、西ヨーロッパ、中央ヨーロッ

パ、北米、オーストラリアでの調査におけるガスの非医療的使用に関連するものであり、ア

ジアとアフリカの国々での健康への影響を記録した医学的研究はほとんどない g,h,k,l,m,n,o。フ

ランスやイギリスなどの一部の国では、亜酸化窒素は学生の間で大麻に次いで 2 番目に人

気のある薬物になっている p,q。さらに、2017 年から 2020 年の間に、ベルギー、フランス、

オランダなどの欧州連合（EU）の毒物センターで記録された亜酸化窒素が関与する中毒性

症例の数が増加した r。  
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亜酸化窒素の集中的な使用は比較的新しい現象であるため、亜酸化窒素ガスの非医療的

使用に関連するリスクとその有害性について、若者やほとんどの医療専門家の間での認識

が不足している。このため状況が複雑になっている。さらに、この薬物の場合には使用後に

生体サンプル（血液や尿、呼気など）中のガスの存在を特定するための診断マーカーがない。

従って、使用者が亜酸化窒素ガスの使用を開示しない場合、その使用がわからず、亜酸化窒

素の場合には中毒症例が過少報告されたり、最適な治療が行われなかったりする可能性が

ある。  

西欧と中欧では、医療以外の用途での亜酸化窒素使用のための意図的な供給に関連するも

のを含め、入手可能性と供給の変化について懸念が提起されている。例えば、フランスでは、

コンビニエンスストア、バー、ナイトクラブでの亜酸化窒素ガスカートリッジの販売に伴っ

て 2017 年から亜酸化窒素の入手可能性が増加した。デンマークでは、最近の法律の変更ま

で、2017 年からカートリッジはキオスクの大箱で販売されていた。また、オランダでは、

「笑気ガス」や「パーティーガス」として娯楽目的で、チラシやオンラインバナーに亜酸化

窒素ガスの公然たる広告が掲載されていた。 西欧や中欧の一部の国では、最近、亜酸化窒

素ガスカートリッジへのアクセスを規制・制限する法律の導入 (販売可能な最大量、購入者

の年齢、の規制、販売時点情報管理 POS、広告を規制) g、およびさらなる危害を防ぐため

の情報キャンペーンなどの他の戦略を展開している。 
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世界のコカイン市場: 大きな転換期を背景として強く加速  

過去 10 年間で、世界のコカイン市場は大きな変化と前例のない拡大を遂げている。これ

は、需要と供給の量だけでなく、既存の市場の統合や、コカインの不正取引と乱用の限界を

押し広げる新しいルートやハブの出現にも表れている。  

 

 

 

2010 年代半ばに起こった大きな転換点は、主要市場の拡大と新たな不正取引ルートの開発

に繋がっている 

世界のコカイン市場の前例のない拡大は、供給元市場と目的地市場の両方で大きな変化を

もたらした。2012 年頃、アルバニア語圏グループをはじめとするバルカン地域のグループ

がラテンアメリカからのコカインの直接調達に関与するようになったことにより、コカイ

ンの 2 番目に大きな目的市場である西ヨーロッパと中央ヨーロッパで供給市場での不正取

引人の間の競争が激化し、供給チェーンの効率が向上し、純度が上がり、価格が下がり、消

費量が着実に増加する道が開かれた 187。 コカイン消費の最初の主要市場であった米国では、

いくつかのコカイン乱用指標は、いずれも明確な減少傾向を示していたが、どの指標もほぼ

同時期に突然止まった。  

コロンビアでの栽培が 2013 年から 2016 年の間に 3 倍になり、またボリビアとペルーでも

2016 年にコカ栽培が増加し始めたため、供給源でのコカイン供給は 2014 年から 2016 年の

間に増加の転換点を迎えた 188。2016 年に正式に承認されたコロンビア革命軍人民軍(FARC-

EP)による動員解除後のコロンビアにおける犯罪情勢の変化は、コカイン供給チェーンの効

率、特にコカ葉を塩酸コカインに加工するステップの改善を進め、より自由で競争的な市場

を生み出すなどのさまざまな影響を及ぼし、2017 年から 2020 年にかけてコカ栽培が横ば
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いになってもコカイン生産量は増加し続けた 189, 190。 2016 年から 2020 年の間、コカ生産

栽培下で 1 ヘクタールから得られる塩酸コカインの平均量は増加し、コロンビアではコカ

イン年生産量は 6.5kg から 7.9kg に増加した。これは、より生産性の高い品種の使用、農薬

のより頻繁な使用、ヘクタールあたりの植物数の最適化などの農業慣行の改善、コカ葉から

コカイン含有量を抽出する農民の能力の向上、塩酸コカインを生産するより大規模で効率

的な密造所の存在などによる。同じ時期に、生産チェーンは、国境の近くや不正取引ルート

の戦略的な場所に作られた特定の「飛び地」にますます集約され、そこでこれらの変革が起

こった。2020 年までに、これらの「飛び地」はコカ栽培の 40%を占めるようになった 191。  

米国では、2014 年から 2017 年の間にコカインの押収量は、ほぼ 3 倍になり、過去 1 年間

のコカイン乱用者の推定数は、平均乱用頻度と並行して増加した(2013 年から 2017 年にか

けてそれぞれ 42%、2014 年から 2017 年の間に 11%の増加)192。しかし、2017 年頃から米

国市場は飽和の兆しを見せ始め 193、このため他の目的地市場へのルートが、このコカイン

供給の増加を吸収する最も抵抗の少ない経路となった可能性が高い。   

西ヨーロッパ・中ヨーロッパのコカイン市場の成長は－その始まりは 2012 年に遡ること

ができる 194 －2015 年から 2017 年にかけて加速し、コカイン消費量(2016 年以降の廃水中

の代謝物の測定に反映)と押収量 (特に 2017 年以降)が顕著に増加した 195。 2018 年までに、

薬物治療プログラムへの新規参入者の間で、塩酸コカインとは対照的に「クラック」コカイ

ンの相対的な使用頻度が顕著に増加したことが、この地域のいくつかの国で見られた 196。 

米国とは異なり、西ヨーロッパ・中ヨーロッパのコカイン市場の拡大は 2019 年まで衰え

ることなく続き、その頃には消費量は 2015 年と比較して約 2 倍になっていた。2020 年、

この市場は COVID-19 の流行発生と並行して一時的に減速し、一方コカイン押収量は記録

的な水準で横ばいであったが、これは、おそらく短期間の供給サイドの混乱と消費水準の落

ち込みによるものと考えられる 197。  

西ヨーロッパと中ヨーロッパにおける市場の拡大は、多くの新興のヨーロッパ州組織犯

罪グループが大陸間の活動を拡大し、南米のサプライヤーとの直接的な関係を確立し、これ

までの一握りのブローカーや組織犯罪グループによる大西洋横断取引に対する長年の支配

に挑戦し、最終的にコカインの供給チェーンをより効率的にしたことで促進させてしまっ

た可能性がある。 これにより、ヨーロッパ州市場が北米市場に「収斂」することが可能に

なった。コロンビアにおけるコカイン生産と不正取引活動が細分化し、それに伴い一枚岩の

違法グループが排除されたことも、これらの新しい大西洋横断供給チェーンの形成に寄与

した可能性がある 198。  

2015 年頃に認められたコカイン供給関連の転換点は、南米を経由するルートの新規化や

拡大という形で影響を及ぼした可能性が高い。特に、ボリビアとペルーでの拡大は、ブラジ

ルへの流入の増加に寄与した可能性がある。ブラジルの港でのコカイン押収は、2015 年か

ら 2019 年にかけて急増した(1.5 トンから 67 トン近くへ) 199、200。これはサンパウロから始

まり、後に他の港にも拡大して、通過国としてのブラジルの役割の増大を大きく反映してい
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る。 

同時に、ブラジルのコカイン卸売の純度レベルは上昇した。特に、国内市場で消費される

製品の塩基形態のコカインの純度は、2016 年に急激に上昇した 201。  

同じ年、ボリビアとパラグアイの大陸河口と大西洋をつなぐにパラナ・パラグアイ水路に

関連するコカインの押収量が著しく増加した。これは、ペルーとボリビアに由来するコカイ

ンが大西洋に向かって南方に密輸される「南の角 Southern Cone」ルートの使用が増加した

ことを示唆している 202。このルートの最初のステップは、通常、パラグアイに着陸するこ

とが多い最大 500kg のコカインのバッチを運ぶ軽飛行機での秘密飛行である。その後、貨

物はパラナ・パラグアイ水路の港に頻繁に運ばれ、そこではしけの「列車」やその他の浅瀬

輸送に積み込まれ、大西洋に向かって南方に出荷される。水路上のある時点、アルゼンチン

のロサリオ付近から、貨物は外洋航行船に積み替えられ、その後、最終目的地に向かって移

動する －多くの場合、ヨーロッパやアフリカに 203 －。 ヨーロッパでのコカインの史上最

大の押収－2021 年 2 月にハンブルクの港で押収された 16.2 トン 204ーは、このルートに沿

って密輸されていた貨物であった。  

2015 年頃のコカイン供給増加の影響はオーストラリアでも見られ、2016 年から 2019 年

にかけてコカインの小売純度と消費量が大幅に上昇し、小売価格は下落した。その結果、

2016 年から 2019 年にかけて、過去 1 年間のコカイン乱用者数が急激に増加しただけでな

く、より激しい乱用を示すいくつかの指標が乱用者増加を上回り、コカイン乱用パターンが

より有害なものになっている可能性を示唆された。例えば、コカインが主な懸念薬物とされ

た薬物乱用の専任治療事例の数 205 は、2015 年 7 月/2016 年 6 月と 2018 年 7 月/2019 年 6

月の報告期間の間に 163%増加した 206。  
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アフリカにおけるコカイン中継地点の出現  

コカイン市場の拡大の影響は、コカインのこれまでに確立された市場を超えているよう

に思われる。2016 年、モロッコでは、ブラジルから密輸された大量のコカインを追跡し、

南部の地方への密輸に漁船が使用されたことを突き止めた 207。これは南アメリカから北ア

フリカへの直接の新たな海上ルートが出現したことを示すものである 208。 南アメリカから

モロッコへのコカインルートの開発は、長年スペインへの大麻樹脂密輸ルートが存在して

いたこと、そしてオランダへの大量のコカイン密輸に関与してきたオランダの犯罪裏社会

がモロッコと繋がりを持っていたことによって促進された可能性がある 209。 

2016 年以降、モロッコへのコカイン流入の大部分は海上ルートに沿って行われていると

推定されていた 210。その後まもなく、そのルートは、アルジェリア(2018 年と 2019 年にそ

れぞれオラン港 211 港とスキクダ港 212 で大規模なコカイン押収があった)やリビア 213 を含む

北アフリカの地中海沿岸に到達し、リビアに向かう途中とみられる貨物数が増加した。 例

えば、コロンビア(2018 年 7 月にブエナベントゥーラ港で 43kg 検出)214、イタリア(2018 年

10 月にジョイア・タウロ港で 17kg 検出)215、エクアドル (2020 年 12 月にグアヤキル港で

582kg)216、マルタ(2020 年 12 月に 612kg)217、カナリア諸島沖(2023 年 1 月に 218kg)218 な

ど。 

2019 年には、コカイン供給増加の波及がアフリカ西海岸と近隣の島々で顕著になり、カ

ーボベルデ(2019 年 2 月に 9.5 トン、8 月に 2.3 トン)、ギニアビサウ(2019 年 3 月に 789kg、

9 月に 1.8 トン)、セネガル(43kg から 798kg の範囲で 5 回押収され、合計 1.9 トン)で個別

に著しい押収があった 219。 西・中央アフリカ地域全体での押収量は、2015 年から 2018 年

にかけては年間 1 トン未満であり、2007 年のピーク時には 4.6 トンに達していた。  

押収データによると、2021 年には、ベナン、コートジボワール、ナイジェリア、トーゴ

などのギニア湾の国々を経由して、西アフリカと中央アフリカへのコカインの流入がさら

に拡大した。この変化は、ブラジルから出航する帆船のパターンが増加したことで促進され

た可能性がある 220。いずれにせよ、コカインは貨物に紛れて特にコンテナ貨物で、また大

西洋を横断する帆船、漁船、商船(およびそれらの組み合わせ)で、2 つの到着地帯(西海岸と

ギニア湾)に到達している。これらの到着地帯から、一部のコカインは西アフリカと北アフ

リカの海岸に沿って北上し続けている可能性がある。また、一部は、陸路でサヘル地域を横

断し、地中海沿岸に向かい、そこからヨーロッパ、あるいは中東に向かっている 221。  
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南ヨーロッパ・南東ヨーロッパを経由する不正取引ルートの拡大  

2010 年代半ば頃には、南ヨーロッパや南東ヨーロッパの国々においても海上輸送ルート

による不正取引の増大が達し始めた。この傾向についての最も早い観測は、2016 年までの

データに基づくイタリア当局によるもので、イタリア北東部の国境で流入するコカイン押

収の増加およびバルカンルートに沿うバルカン犯罪集団の活動による南東ヨーロッパの港

への海上輸送によるコカイン流入の増加と関連するものである 222。このバルカンルートは

主にヘロインの不正取引として確立されたものである。 

イタリア当局によると、2020 年以降、イタリアの港、主に南部のジョイア・タウロ港が、

エーゲ海や黒海の港に向け東向きに密輸されるコカインの積み替え地点として利用される

ケースが増えている。これらの港では、南米からの大量のコカインがバルカン半島の犯罪集

団に受け取られ、これらのグループがギリシャ、ブルガリア、ルーマニア、そして(武力紛

争前の)ウクライナの市場や備蓄地域への卸売りと輸送を握っている 223。また、2014 年か

ら 2017 年の間にコカイン押収件数がほぼ 4 倍(393kg から 1,485kg)になったトルコや、

2015 年にコカインの押収件数が増加し始めた－国内の小売市場を反映すると思われる－ル

ーマニアでも増大している。その 2 年後にはブルガリアでも同様の増加が始まった 224。  
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2021 年は、COVID-19 パンデミックの発生後のコカイン供給が記録的な年となった  

2021 年には、コカ栽培、コカインの生産、コカインの押収はすべて過去最高に達した。コ

カ栽培とコカインの押収は極めて急激に増加した。コロンビアにおけるコカ栽培の拡大は、

新しい畑での、若木の、そのため生産性の低いコカ栽培を伴ったため、コカインの生産量は

押収や栽培より増加の程度は少なかった。しかし、それにもかかわらず、2021 年は 7 年連

続で前年比増加し、2021 年の推定生産量は 2014 年の 2.5 倍以上に達した。さらに、今後コ

カが成熟するにつれて、単位面積あたりの生産性が数年間で回復する可能性がある。2021

年には、南米の国々や主要な目的地市場を代表する国やその周辺国など、多くの国で記録的

な量のコカインが押収された。一部の地域、特に西ヨーロッパ・中ヨーロッパ、西・中央ア

フリカでは、2021 年の押収レベルが非常に高かったことは、COVID-19 パンデミックの発

生によって低下した後、再開された既存の拡大が継続されているものと見なすことができ

る。  

アジアでは、香港が近年、コカインの不正取引増加の最も明確な兆候を示しており、2021

年もこの傾向は続いた。コカイン押収は 2016 年から 2019 年にかけて徐々に、しかし着実

に増加し、2020 年には減少したが、2021 年には過去最高の 2.9 トンに増加した 225。   

押収データによると、南東ヨーロッパや東地中海沿岸への地中海ルートも、コカイン密輸

経路としてその重要性を増し続けている。しかし、このルートでは、COVID-19 パンデミ

ックの影響はあまり明確ではない。例えば、トルコにおけるコカインの押収は、2019 年

(10%)、2020 年(20%)、2021 年(45%)に徐々に速いペースで増加した。  

一方、2021 年の増加がターニングポイントとなるケースもある。例えば、米国では、2021

年のコカイン押収件数は 66%増加し、過去最高の 252 トンを記録した。米国ではその以前

は 3 年連続で減少していた。また、1990 年から 2020 年にかけてコカイン年間押収量が常

に 1 トン未満だった南アフリカでは、2021 年には 5.3 トンに達した。アラブ首長国連邦で

は、2021 年のコカイン押収量は多くはなかった(625kg)が、それでも以前の約 3 倍となった 

(2015 年は 218kg)。インドでは、コカイン年間押収は 14 年連続(2007〜2020 年)で 115kg

未満で推移していたが、2021 年には 364kg に達した。  
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需要、供給、阻止のバランス  

世界のコカイン市場に関する現在の状況は、需要側と供給側の要因の組み合わせがもたら

す供給元と目的地の両方で起こった変化の結果である。供給サイドの要因はより顕著で、よ

り急激な変化を示す傾向があるが、他方でコカイン乱用者数が、世界人口の増加と、乱用経

験率の増加によって悪化し、徐々に、しかし着実に増加している需要サイドの要因に注視す

べきである(乱用経験率は、2004 年には、15 歳から 64 歳の一般人口の 0.32%、2010 年は

0.36%、2021 年は 0.42%と推定される)。さらに、2010 年代初頭には、西ヨーロッパと中ヨ

ーロッパのコカインの入手可能性は北米の水準にはまだ及ばず、この地域はコカイン需要

において成長の余地があり、これが不正取引業者には強い誘引となっている状況も需要サ

イドの要因である。従って、2006 年から 2014 年にかけてはコカイン供給が減少した一方、

2010 年代のコカインをめぐる状況の展開が、供給側に需要に対応して再調整する機会をも

たらしたと言うことができる。  

コカインの押収は大幅に増加し、生産量の伸びを上回っているため、消費可能な純供給量

はいくらか制限されたものになる。供給に対する押収による緩和要因と需要の増加の両方

を考慮すると、コカインの供給が非常に急激に増加しているにもかかわらず、コカインは現

在、一人当たりで見ると、当初見かけていたほど豊富に需要を満たしていないことが示唆さ

れる。実際、2006 年と 2015 年は、コカインの入手可能性が極端に高まった年であるが、後

者の 2015 年から始まった増加傾向は続いているものの 2006 年のピークレベルにはまだ達

していない。  

 

コカイン供給の長期にわたる急増は、従来の市場にとどまらず世界中で認められた  

現在、世界でコカインの需要と供給の両面での長期にわたる急増が続いている。拡大の初

期には、主要なコカイン市場において、供給チェーンの改善や新しいルートの開発などを通

じて、統合、再調整、さらなる統合が行われた。しかし、長期にわたるコカイン市場の急拡

大は今や世界中で認められており、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、オセアニアなど、南北

アメリカの伝統的な市場の境界を超えた新しい市場の開発に拍車がかかっている可能性が

ある。さらに、今のところ、世界のコカイン市場は引き続き南北アメリカと西ヨーロッパと

中央ヨーロッパに集中しているが(オーストラリアでも非常に高いコカイン経験率が認めら

れている)、相対的に見ると、最も急速な成長は、アフリカ、アジア、東南アジアなどの発

展途上市場で認められる。  

また、コカインの生産プロセスにも地理的な多様化の兆しが見られる。World Drug Report

は、2021 年、コロンビア、ペルー、ボリビア、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、エ

クアドルなどの主要コカイン生産国以外で、小規模で実験的なコカ栽培が行われていると

報告している 226。中間コカイン製品(コカペーストまたはコカイン塩基)を製造する密造所

が、ホンジュラス(13)、グアテマラ(3)、メキシコ(1)で見つかった。エクアドル(2021 年に

4 つのコカイン塩酸塩密造所を報告)、パラグアイ(6 つの密造所を報告)、ベネズエラ(60 の



 

32 

 

密造所を報告)において、目的地市場への密輸のために限られた量のコカインが塩基から塩

(塩酸塩)の形態に変換されているようである。また、ヨーロッパでは、コカインの塩酸塩へ

の精製が担体物質からの抽出と並行して探知され続けており、特にオランダでは、2021 年

に塩酸コカインを製造する 7 つの大規模な密造所 (塩酸コカインとして販売するにはさら

なる処理が必要)と、塩酸塩の形でコカインを製造する 14 の中規模密造所が探知された。  

西ヨーロッパと中央ヨーロッパでは、入手可能な証拠から、コカインの塩基形態から塩酸

コカインへの転換が、典型的には、コカインを含浸させた担体物質として生成され、その後、

「二次抽出」密造所で高度な技術を用いて(当初は塩基の形で)回収されていたことが示唆さ

れている。2023 年 4 月、スペインでの法執行活動により、コカペーストを塩酸コカインに

加工する大規模な密造所が解体されたことで、コカイン密造の流れに明確な変化の兆候が

現れた。この事件は、金属機械の内部に隠されて密輸されていた大量のコカペースト(1.3 ト

ン)の押収に関係するものであった 227。この事例の意味するのは、新たなコカイン密造場所

が作られたこと、すなわち、密輸するコカインを隠すためにスペインが選ばれたのではなく、

不正取引人による密輸戦略的選択として、(塩基から塩酸塩への)変換の最終段階を行う場所

としてスペインが選ばれた点にある。 

ラテンアメリカにおける現在のコカインの供給量の増加、薬物の東方への密輸の拡大、現

代社会の高度にグローバル化され相互接続された性質、アフリカとアジア、特に富裕層人口

が増加している国々での薬物消費に関するそれぞれの特性など、からこれらの地域におい

てコカイン市場が拡大する可能性がある。 

 これらの市場はまだ限られたものであるが、人口の規模を考えると、成長する可能性が最

も高い。仮に、これらの国々におけるコカイン乱用の普及率が、既存の市場と同程度に増加

したとすると(この変化は、現実には、短期的には実現する可能性は極めて低い)、コカイン

乱用者の人口は途方もなく増加すると予測される。例えば、アジア、アフリカ、その他のヨ

ーロッパでのコカインの蔓延が西ヨーロッパと中央ヨーロッパの水準まで増加した場合、

過去 1 年間のコカイン乱用者数は現在の推定 2,160 万人から 5,550 万人に増加する。そし

て、もし、これらの地域と西および中央ヨーロッパ地域が北米で観察されたレベルまで増加

すれば、さらに 990 万人増加する。コカインの乱用が比較的少ないアジアは、その人口規

模から、コカイン乱用者数が増加する可能性が最も高い。 
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メタンフェタミン供給の新たな傾向:非伝統的市場への拡大  

メタンフェタミンの乱用と不正取引は拡大し、より多くの地域に影響を及ぼしている 

メタンフェタミンの製造、不正取引、乱用は、過去 20 年間、世界レベルで増加しているよ

うである 228。北米、東アジア、東南アジア、オセアニアなどのこれまでに伝統的に長年続

いてきた薬物市場だけでなく、アジア、ヨーロッパ、アフリカの比較的新しいこれまでにな

かった市場においても、顕著な増加がみられる。実際、過去 10 年間のメタンフェタミン乱

用の増加は、伝統的な市場を持つ地域の当局者だけでなく、中近東/南西アジア、南アジア、

南東ヨーロッパ、西アフリカ、南部アフリカなどの新しい市場の地域当局者によっても報告

されている。  

メタンフェタミンの新しい市場におけるメタンフェタミンの押収件数は、2001 年の 0.1%

未満から 2021 年には 12%に増加し、同期間に 60kg から 50 トン以上に増加した。 

さらに、北米、東アジア、東南アジア、オセアニアなどの伝統的な市場だけでなく、この

薬物の押収を報告している国の数は増加しており、過去 20 年間でほぼ 3 倍になっている。

このような押収は、メタンフェタミンに対する懸念の高まりと、それに伴う法執行機関の優

先順位の変化を反映している可能性はあるが、メタンフェタミンの需要と供給の増加を示

し、さらにメタンフェタミン不正取引の地理的拡大を示すものである。  

近年、北アメリカを除く南北アメリカ大陸におけるメタンフェタミンの押収と報告され

た不正取引活動は比較的小さい状況が続いている。これは、おそらく南米では、容易に入手

でき、一般的に安価な代替覚醒剤、すなわちコカイン製品へのアクセスが容易でることを反

映している 229, 230。 これとは対照的に、メタンフェタミンの不正取引の増加は、東南アジ

ア、東南アジア、西アフリカ、中央アフリカ、南アジアで最も顕著にみられる。 

加えて、メタンフェタミンの製造が、南西やアフリカなどの新規の市場においてメタンフ

ェタミン密造所が発見されていることに反映されているように、もはや既成の確立された

市場に限定されないようになっている兆候がある。従来の既成の市場では解体された密造

所の数は減少している一方、他の多くの国では増加している。数百の小規模密造所からのメ

タンフェタミン生産量は、市場の大部分を供給する少数の産業規模の密造所と比較して、ま

だごくわずかであるが、注意が必要である。  

さらに、メタンフェタミンの製造に使用される前駆体の押収は、もはや従来の市場に限定

されていないこともデータで示されている。このような押収は、近年、特に南アジア、南西

アジア、アフリカ(特に西アフリカと東南アジア)で報告されている。 
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南西アジアにおけるメタンフェタミンの不正取引は増加し続けており、この地域以外の南

アジアを含めた市場にも進出している   

過去 10 年間、メタンフェタミンの伝統的な市場を超えてメタンフェタミン製造が拡大し

た。最も顕著なのは、南西アジアで起こった。これは、21 世紀の最初の 10 年間にイランで

メタンフェタミンの密造が拡大したことから始まり、2015 年以降に減少するまで続いた。

近年では、メタンフェタミンの製造はアフガニスタンで拡大しており、そこでは、メタンフ

ェタミンは、地元で栽培された麻黄 231 と、市販の風邪薬から抽出された医薬品エフェドリ

ンの両方から生産されている 232。いくつかの押収例から、アフガニスタンからのメタンフ

ェタミンの密輸も潜在的に増加し、現在、東アジア、東南アジア、中央アジア、トランスコ

ーカサス、またアフリカ、ヨーロッパ、オセアニアの市場にも到達していることが示唆され

る。しかし、2021 年 8 月にアフガニスタンでタリバンが権力を掌握し、2021 年 12 月にア

フガニスタンの多くの州で麻黄栽培の禁止 233、2022 年 4 月に違法薬物生産全般の禁止 234

が公式に宣言された。ただ、この措置が、アフガニスタンからのメタンフェタミンの密造と

密輸を根本的に変えたかどうかは明らかでない。 

2021 年及び 2022 年、南西アジア(報告がないアフガニスタンを除く)における個々の薬物

押収のレベルはほぼ同じであった。ただ、実際には、より広い地域でみると、2021 年から

2022 年にかけて、薬物の押収は増加している (具体的には、南西アジア、南アジア、中央

アジア、トランスコーカサス、中近東、インド洋の公海、アラビア半島沖での押収)。一方、

より遠く離れた地域(南東ヨーロッパと東ヨーロッパ)で行われ、南西アジアからの供給との

関連性が低いメタンフェタミンの押収は、いくらか減少した 235。  
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南アジアでは、東西からのメタンフェタミン不正取引に曝される状況が増している 

南アジアでは、アフガニスタンで密造されたメタンフェタミンがインドとスリランカに

届いている。インドにおける ATS(主にメタンフェタミン)の乱用者のほとんどは、同国西 

部の州で見られるが、メタンフェタミン乱用経験率は、ミャンマーに近い東部の州で最も高

い a。個々のメタンフェタミン押収のマッピングが示すように、インドは、西南アジアと東

南アジア(主にミャンマーを起源とする)からのメタンフェタミンの密輸拡大に直面してお

り、メタンフェタミン入手可能性と乱用が大幅に増加するリスクが高まっている。  

さらに、メタンフェタミンの現地での密造も報告されている。2014 年以降、インドでは

6 つの密造所が解体されたと報告されている a。 並行して、2017 年から 2021 年の間、イン

ドでは、メタンフェタミン、エフェドリン、プソイドエフェドリンの密造に使用される主要

な前駆体がかなり多量に押収されている (メタンフェタミン換算で 3.5 トンを超えている)b。  

ただ、押収データによると、南アジア最大のメタンフェタミン市場はバングラデシュであ

る c。バングラデシュで発見されたメタンフェタミンは、主に東南アジア、特にミャンマー

から密輸されたものである状況が続いている d。 

 

a Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Magnitude of Substance 

Use in India 2019 (New Delhi, February 2019).  

b INCB, 2022 Annual Report on Precursors and Chemicals Frequently Used in the Illicit 

Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Annex III, Seizures 2017-

2021 (Vienna: United Nations Publications, 2023). 

c UNODC, responses to the annual report questionnaire.  

d INCB, Report of the International Narcotics Control Board for 2020 (Vienna: United 

Nations Publications, 2021) 
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アフリカではメタンフェタミンの不正取引は増加傾向にある  

メタンフェタミンのもう一つの新しい市場はアフリカである。2010 年から 2011 年及び

2020 年から 2021 年の間、メタンフェタミンの乱用を報告した国の数は 4 カ国から 11 カ国

へとほぼ 3 倍に増加した。2011 年から 2021 年の間にメタンフェタミンを乱用したと報告

したアフリカ諸国は 14 カ国で、これは同地域の全 58 カ国のほぼ 4 分の 1 にあたる。   

 

 

 

 

 

 

アフリカでもメタンフェタミンの不正取引が増加しているようである。2011 年から 2021

年の間、この地域の 26 カ国でメタンフェタミンの押収が報告されており、これは 2000 年

から 2010 年の期間のほぼ 3 倍であり、アフリカの全国のほぼ半数を占めている。過去 10

年間にこの地域で押収されたメタンフェタミンの総量が最も多かったのは、モザンビーク

と南アフリカで、次いでナイジェリアであった。  

メタンフェタミンはアフリカではまだ二次的な重要性しか持たない覚醒剤（Amphetamine 

-type Stimulants :ATS）であるが、ほとんどのアフリカ諸国が主に非医療目的で乱用され

る多数の偽造医薬品覚醒剤の路上販売の横行に苦しんでいること 236、237 を考えると、近

年、メタンフェタミンの乱用と不正取引が深刻さを増しているいくつかのポケットがアフ

リカで出現していると思われる。これらのポケットは、例えば、ナイジェリアとその近隣

諸国の一部に、南アフリカ、モザンビーク、タンザニア、ケニア、エジプトなどと同じよ

うに存在している 238。  
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アフリカのメタンフェタミン市場では、主に南西アジア(モザンビーク、南アフリカ、ケニ

ア、スーダンへの密輸が報告されている)と東アジアおよび東南アジア(南アフリカとベナン

への密輸が報告されている)で生産されたメタンフェタミンが供給されているが、この地域

でのメタンフェタミンの密造が増加しているようである。 公式に解体されたメタンフェタ

ミン密造所の総数は、2012 年から 2016 年の 10 から 2017 年から 2021 年には 18 に増加し

た 239、240。 

アフリカの地元で生産されたメタンフェタミンは、アフリカの国内市場の一部に供給され

ているが、一部は海外市場、特に東アジア、東南アジア(マレーシア、インドネシア、ブル

ネイ・ダルサラーム、香港、韓国、日本)、西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ(特にベルギー、

フランス、スペイン、イタリア)に向けて密輸されている。  

2012 年から 2021 年の間、アフリカでは合計 28 のメタンフェタミン密造所が解体された

と公式に報告されており、そのうち 15 は南アフリカ、ナイジェリアでは 13 である。しか

し、この地域の他の国でもメタンフェタミン密造が行われている可能性が示唆されている。

2010 年から 2019 年にかけて、アフリカ、アジア、ヨーロッパの他の国々は、自国領土で押

収されたメタンフェタミンの原産国がコンゴ民主共和国、ケニア、モザンビーク、南アフリ

カ、タンザニア、ナイジェリア、ベナン、その他の西アフリカ諸国であると特定した。ただ、

これらの国の一部は通過国または出国国のみであった可能性もある。  

いずれにせよ、アフリカ向き、アフリカ経由、そしてアフリカ発のメタンフェタミンの密

輸は、すでに蔓延しているようである。過去 10 年間(2012 年から 2021 年)にメタンフェタ

ミンの原産国、発出国、経由国、目的地として特定されたのはアフリカの 26 カ国で、最も

頻繁に言及された国はナイジェリアと南アフリカであり、次いでベナン、ガーナ、カメルー

ン、ニジェール、モザンビーク、ケニアである。 

さらに、メタンフェタミンの密造に通常使用されるエフェドリンおよびエフェドリン製剤

が、近年(2017-2021 年)、西アフリカと中央アフリカ(ナイジェリア、ガーナ、ベナン)と南

部アフリカ(南アフリカとモザンビーク)の両方で押収されている 241。  

また、ナイジェリア、エジプト、南アフリカ、ガーナは、2021 年 11 月から 2022 年 11 月

の間に、世界のエフェドリン輸入国トップ 10(INCB 輸出前通知オンライン(PEN オンライ

ン)システムを通じて通知された量)であり、エジプトは PEN オンラインシステムを通じて

通知されたプソイドエフェドリンの輸入量トップ 10 に入っていたことも注目しておく必要

がある 242。 ウガンダに向けた 2.5 トンのエフェドリンの大量出荷は、ウガンダの年間合法

的必要量をはるかに上回るものであり、同時期にインド当局により停止された 243。 
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ヨーロッパ州におけるメタンフェタミンの消費と不正取引: 南東ヨーロッパにおける最近

の急増  

ヨーロッパ州のメタンフェタミン乱用の市場は、アンフェタミン市場よりも小さいという

状況が続いている。しかし、主に西ヨーロッパと中央ヨーロッパの、そして一部の東ヨーロ

ッパと南東ヨーロッパの、特定の都市におけるメタンフェタミンの押収と廃水の分析から

は、過去 10 年間にヨーロッパ州大陸におけるメタンフェタミンの消費と不正取引が全体的

に増加したことが示された。  

2021 年、西ヨーロッパと中ヨーロッパではメタンフェタミン消費量の減少が見られた都市

(49)は、増加した都市(43)をわずかに上回った。他方、東ヨーロッパ・南東ヨーロッパでは

増加した都市(11)が減少した都市(3)を上回った。これらの傾向は、2019 年以降のメタンフ

ェタミン消費の増加が主に南東ヨーロッパの国や都市によって牽引されたことを示唆して

いる。  

同時に、ヨーロッパではメタンフェタミンの密輸が地理的に拡大しており、2020 年から

2021 年にかけて 36 カ国で押収が報告されており、2000 年から 2001 年に報告された数の

2 倍となった。さらに、ヨーロッパにおけるメタンフェタミンの密造は、チェコを中心とす

る中央ヨーロッパのポケットから、スロバキア、ポーランド、ドイツ、オランダ、ベルギー、

オーストリア、その他のヨーロッパ諸国を含む近隣諸国に広がっている。  

2011 年から 2021 年の間に、ヨーロッパ 23 カ国で 2,700 以上のメタンフェタミン密造所

が解体された。チェコは毎年最もこの報告が多い国であり、2011 年から 2021 年の間にヨ

ーロッパで解体されたメタンフェタミン密造所の 86%を占めた。これらは、主に小規模な

密造所 (「キッチンラボ」)であり、チェコで毎年解体される密造所の数は、2011 年の 338

から 2021 年には 188 へと 50%以上減少した。次に多いのは、2021 年にオランダ (15)とポ

ーランド(14)で解体されたメタンフェタミン密造所である。しかし、産業規模の密造所に関

しては、2021 年についてみると、そのほとんどが、オランダで解体され (9)、チェコでの

解体はなかったと報じられている。  

メタンフェタミンの密造は、近年、オランダとベルギーでかなり増加しているようである

244 。これらは、メキシコの場合と同じように、メタンフェタミンの密造に使用される伝統

的な前駆体であるエフェドリン及びプソイドエフェドリンではなく、P-2-P の前駆体と前前

駆体を用いて行われている。ベルギーとオランダを原産地とするメタンフェタミンは、ヨー

ロッパ市場向けだけでなく、オーストラリア、ニュージーランド、東アジア、東南アジア、

西アフリカ、中央アフリカ、そして近年では南米、中米、カリブ海地域など、他の地域にも

向けて密輸されている。2012 年から 2021 年にかけて、ヨーロッパ連合(EU)外の計 13 カ国

（この中には 2017 年から 2021 年にかけて報告した 10 カ国を含む）が、自国領土で発見さ

れたメタンフェタミンの供給国または通過国としてベルギーまたはオランダを挙げた。一

方、ベルギーとオランダ当局は、ヨーロッパ連合(EU)外のこれらとは別の 7 カ国を過去 10

年間に特定した目的国であると報告した。   



 

49 

 

それにもかかわらず、メタンフェタミンの押収の動向から、西ヨーロッパと中央ヨーロッ

パにおけるこの薬物の全体的な取引が、この地域で押収がピークに達した 2019 年以降は減

少していることが示唆される。  

ヨーロッパにおけるメタンフェタミンの不正取引のダイナミクスは変化しつつある。2019

年以降、メタンフェタミンの押収は著しく増加している。これは主に南東ヨーロッパ、特に

トルコで押収された量の大幅な増加を反映している。これは、トルコの隣国のイランから

(または経由して)アフガニスタンにメタンフェタミンが密輸されていることと関連してい

る可能性がある 246(アフガニスタンで密造されたメタンフェタミンの密輸の兆候である可

能性がある) 247。このメタンフェタミンは、東アジア、東南アジア 248、中央アジア、ヨーロ

ッパ、北アフリカ 249 の市場に向けてのものと考えられるが、その一部はトルコの国内市場

にも向けられている可能性がある。廃水分析データからは、トルコ国内のいくつかの都市で

メタンフェタミンの消費量が増加していることが示されている 250。  

また、大幅な押収事例から、2017 年－2019 年から 2020 年－2022 年にかけて、東ヨーロ

ッパ、特にロシア連邦のサンクトペテルブルクとモスクワ周辺でメタンフェタミンの不正

取引が増加したことが示唆された 251。 
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南アジア: 拡大する主要あへん市場  

南アジアは、南西アジアと東南アジアの世界最大の 2 つのあへん生産地域の間に位置し、

世界最大のあへん剤の消費市場である。南アジアに居住するあへん乱用者の割合は、2002

年には 20%であったが、2021 年には 39%、1,200 万人に増加し、世界全体の 19%を占め

る。これは、中近東と南西アジアを合わせた数よりも大幅に多い。 南アジアにおけるあへ

ん乱用経験率は 1.1%であり、2021 年の推定世界平均(0.6%)のほぼ 2 倍となった。  

 

南アジアで探知されたあへん系麻薬の大部分は、東南アジアに由来する  

南アジア最大のあへん系麻薬市場はインドである。この国は 2023 年には世界で最も人口

の多い国になると予測されている 254 。インドでは、2021 年には推定 1,100 万人近くのあ

へん系麻薬乱用者がおり、インドは南アジアのあへん系麻薬乱用者の推定数の 90%近く、

世界全体では、その 34%を占めている。 これは、世界人口に占める同国人口の割合(18%)

のほぼ 2 倍である。また、インドは南アジアで押収されたヘロインの大部分を占める－2017

年から 2021 年の間でみると南アジアで押収されたヘロインの 3 分の 2。スリランカ(23%)

とバングラデシュ(7%)がそれに続く―。さらにインドでは過去 10 年間でヘロインの押収が

増加している。この傾向は、南アジア全体も同様である 255。  

ケシは、インドの製薬業界のために合法的に生産されている。生産量は過去 20 年間で減

少し、2018 年以降、年間 200〜300 トンで安定している 256。乱用されるあへん系麻薬が合

法的な供給源のあへんから転用されている可能性はあるが、それはかなり制限されたもの

である。実際、認可されたあへん農家が当局に供給するヘクタールあたりのあへんの全体的

な平均量は、1994/95 年のヘクタールあたり平均 47kg から 2020/21 年のヘクタールあたり

64kg に実際に増加している 257。 並行して、インド当局は、今日では、過去とは異なり、イ

ンドで押収されたあへんのほとんどが、合法的なあへん由来ではないことを報告している。

これらのことは合法なあへんの転用が減少していることを示している 258。 

インドではケシ 259 の違法栽培が続いている 260。これは、主に国の北東部と北西部で行わ

れている 261。 2020 年から 2021 年にかけて、約 4,400 ヘクタールの違法栽培ケシが根絶さ

れた 262。これはインドにおける合法的なケシ栽培の総面積(2020 年 4,941 ヘクタール、2021

年 5,406 ヘクタール)とほぼ同じ面積である 263。  

インドでのあへん生産に関係なく、近年南アジアで発見されたヘロインのほとんどは、主

に南西アジア由来であり、あへんの世界最大の生産国であるアフガニスタンで生産された

あへんから製造されている。20 年間増加が続いた後、アフガニスタンは 2021 年には世界の

違法あへん生産の 86%を占めるようになった。2021 年に世界の違法あへん生産の約 6%を

占めたミャンマーの密売人は、インド北東部のいくつかの州に定期的にヘロインを供給し

ている 264。  
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アフガニスタンのあへん系麻薬の大部分は、近隣諸国やバルカン半島ルートに沿って西

ヨーロッパや中ヨーロッパの市場に密輸され続けている。しかし、最近、押収データによる

と、アフガニスタンのあへんの密輸は、南アジアとアフリカに向かう南ルートに沿って著し

く増加しており、南部ルートで押収されたアフガニスタン関連のヘロインとモルヒネの総

量は、中央アジア経由して主にロシア連邦の市場に供給する北部ルートで押収された量よ

りも多くなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南アジアは、過去 20 年間のほとんどの年と 2017 年以降の各年で、南ルートで押収され

たヘロインとモルヒネの大部分を占めた。2021 年には、南部ルートで押収されたヘロイン

とモルヒネの約 3 分の 1 はアフリカで押収され、3 分の 2 は南アジアで押収された。アフリ

カに出荷されたヘロインのほとんどは、国内消費またはヨーロッパへの再輸出のためであ

ったが、その一部は現在、南アジアにも向かっており、特に、ヘロインの出荷が南西アジア

からインド経由でアフリカに輸送されていた伝統的な密輸の流れを逆転させている 265。イ

ンドへのヘロイン密輸に関連して特定された 5 つの主要なアフリカの通過国は、南アフリ

カ、ウガンダ、ケニアであり、密輸は主に宅配便だけでなく人間の運送業者によっても行わ

れている。いくつかのケースでは、ナイジェリアの密売買業者が関わっている。これらの密

売買者は、2021 年にインドにおいて薬物不正取引で逮捕されたアフリカの密売買業者の過

半数を占め、ウガンダやタンザニアの密売買業者より多い 266。近年、特に COVID-19 のパ

ンデミック時には、アフリカ経由のあへん系麻薬の密輸は増加しているが 267 、まだ 2021 
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年にインドで押収されたすべてのヘロインの 5%未満を占める程度である。  

南アジアで探知されたヘロインの大部分は、南西アジアからより直接南アジアへ密輸され

るようになっている。公式報告によると、2017 年にインドで発見されたヘロインの半数以

上(53%)がパキスタンとアフガニスタンからインドに流入し、ミャンマーから輸入されたの

はわずか 0.4%(残りは出所不明)だった。インド当局によると、ヘロインの主な密輸ルート

は伝統的にインドとパキスタンの国境を越え、特にパンジャブ州とジャンムー・カシミール

の連邦直轄領を経由し、そこからヘロインが全国の他の州に密輸するものであった。2021

年、インド当局はイランをヘロイン密輸の主要な発出国として特定した。そのヘロインの大

部分は海路でインドに流入しており、この密輸形態は近年大幅に増加している 269, 270。  

インドにおけるヘロインの単独最大の押収 (3 トン近く)は、2021 年 9 月に、国内最大の

コンテナハブであるグジャラート州のムンドラ港で 2 つの輸送用コンテナでヘロインが押

収されたものである 271。ヘロインはアフガニスタンのカンダハールを起点とし、バンダル・

アッバース(イラン)の港を経由してムンドラ港に運ばれた 272。  

スリランカでは、2019 年と 2020 年にスリランカに密輸されたヘロインのほとんどがイラ

ンを通過し(2019 年は 68%)、パキスタンを経由したヘロインははるかに少ない(2019 年は

11%)と報告されている。バングラデシュでは、2019 年に市場に出回ったヘロインのごく一

部(5%)はミャンマーで生産されたと報告されているが、その大部分はインドで生産された

と報告されている(95%)。  

アジアのあへん生産パターンと同じく、個々の薬物の押収データから、ほとんどのあへん

は南西アジアでの押収が続いており、東南アジアでの押収は少なく、南アジアでの押収もか

なり限定され、主にインドで行われていることが示されている。個々のヘロインの押収も、

南西アジアで顕著であり、東南アジアでは比較的少ない。しかし、インド北西部の海岸沿い

とスリランカ周辺でのヘロインの押収が明らかに増加しており、このことは、近年、南アジ

アにおけるヘロインの海上密輸の重要性が高まっていることを反映している 273。  
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需要、供給、人口統計学的要因が、南アジアのあへん系麻薬市場の拡大に関与している  

南アジアにおけるあへん系麻薬取引の拡大は、需要、需要、人口動態要因が組み合わさっ

た結果である可能性がある。過去 20 年間にわたるアフガニスタンにおけるあへん生産の急

激な増加は、市場でのあへん系麻薬の入手可能性を増加させ、南アジア、特にインドへのあ

へん供給の拡大が需要の増加を生み出した可能性がある。  
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南アジアにおけるあへん系麻薬乱用者数の信頼できる推定値は、過去 20 年間で明らかに

増加している。これは、信頼できるデータが得られたこと、この地域の人口が増加したこと、

そしてあへん系麻薬乱用経験率が実際に増加したことによって示されたものである。比較

可能な調査データがない場合には、加盟国から提供された定性的情報、およびその地域にお

ける国内研究、薬物治療データ、および押収データを指標としているが、これらもすべて、

過去 20 年間に南アジアであへん系麻薬の乱用が実際に増加したことを示唆している。2018

年に実施されたインドにおける薬物乱用に関する最新の調査において、薬物乱用推定値が

上昇したが、これは、同国におけるオピオイドの乱用の増加、薬物乱用を推定するための方

法論の改善の両方に起因するものである 274。  

南アジアにおける薬物乱用に影響を与える要因は、一般的に、他の地域で報告されている

ものとそれほど変わらず、好奇心、同調圧力、痛みの軽減、不安、仕事効率などである 275。 

そうは言っても、人口動態が特に南アジア、特に都市化率の上昇に影響を与えている可能性

がある。例えば、インドでは、あへんの乱用は依然として主に農村部の現象であり 276、ヘ

ロインの使用や医薬品オピオイドの非医療用使用は都市部の現象である 277。インドの都市

人口は過去 30 年間で大幅に増加し、国の総人口に占める割合は 2021 年までに約 4 分の 1

から 3 分の 1 以上に増加した 278。この現象は、国内のヘロインおよび医薬品オピオイドの

非医療使用の全体的な増加に寄与している可能性がある。 

2018 年、インドのオピオイド乱用経験率は 2.1%であり、南アジアで最もが高かった 279。

インドにおけるオピオイド乱用は、依然として主に男性の現象である。インドのすべてのオ

ピオイド乱用者の 95%以上は男性であり、男性の間での乱用経験率は 4%であるのに対し
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て女性では 0.2%であった 280。あへん系麻薬の乱用、特にヘロインの乱用は、パンジャブ州

で特に懸念されるものであり、パキスタンを経由したアフガニスタンからのヘロインの流

入によって強く影響を受けている 281。  

インドにおけるオピオイド乱用の詳細な分析により、オピオイド乱用に関する指標値はイ

ンド国内の地域で大きく異なることが明らかになった。10〜75 歳の人口集団では、オピオ

イド乱用経験率の全体的な割合は 0.2〜25.2%の範囲であり、オピオイド乱用障害の割合は

0.1〜6.9%である。オピオイド乱用障害罹患率が最も高かったのはインド東部であり、他方

オピオイド乱用障害の患者数が最も多いのはインド北西部(ウッタル・プラデーシュ州、パ

ンジャブ州、ハリヤーナ州)と中西部の州(マハラシュトラ州とマディヤ・プラデーシュ州)

であった。伝統的に、あへん系麻薬乱用の経験率は国の北東部と北西部の州で高かった 282。

しかし、現在マハラシュトラ州でも見られる高レベルは、南西アジアから海路でインドに密

輸されるあへん系麻薬の増加に関連していると思われる。 
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紛争と薬物供給:ウクライナ、イエメン、サヘル地域  

「World Drug Report 2022」で指摘されているように、「違法薬物経済は、紛争や法の支配

が弱い状況で蔓延り、ひいては紛争を長引かせたり、煽ったりする可能性がある」。薬物と

紛争の関係は、紛争当事者が薬物経済やその「課税」に直接関与していることからも明らか

である。大規模な薬物生産や不正取引活動がある地域で紛争が勃発すると、当事者はそれら

を利用してきた。また、特に紛争が薬物の大規模な消費者市場の近くで発展した場合 283、284、

紛争が合成薬物の実質的な密造に肥沃な環境を提供している場合がある。いくつかの紛争

地域では、薬物経済と社会の不安定さは、法の支配の弱さが薬物経済の拡大を促進するとい

う悪循環を通じて結びついている。 これは、紛争を長引かせ、あるいは拡大するための財

源を提供する。  

しかし、1990 年代の旧ユーゴスラビア内戦によって、薬物密輸ルートがバルカン半島西部

ルートからバルカン半島東部ルート(ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー経由)に移行した

ように、紛争や社会の不安定化が薬物生産や密輸を混乱させることもある 285, 286, 287, 288。  

そうは言っても、薬物経済が繁栄した間に、多くの紛争があった。一部は、アフガニスタ

ン、ミャンマー、コロンビア、ペルー、中央アメリカ、メキシコ、シリア、ウクライナ、サ

ヘル地域など、多くの地域における薬物と社会の不安定さの関連性について「World Drug 

Report 2017」および「World Drug Report 2022」に記載されている。さらに、国連薬物犯

罪事務所(UNODC)による最近の迅速調査では、ハイチを通過する薬物密売の流れ(主にコ

カインと大麻)が、ギャングの暴力の急増と深刻な治安危機を助長していることが詳述され

ている。  
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本節では、ウクライナで進行中の武力紛争とサヘル地域の薬物事情に関する最新情報を提

供するとともに、これまで分析されていなかった紛争地域の一つであるイエメンについて

も検討する。  

ハイチとサヘル地域における薬物と社会の不安定さの関連性は、紛争状況を特徴づける暴

力と統治の空白を煽り、またそれによって煽られてきた薬物市場の典型的な一例である。ウ

クライナでは、武力紛争により、ヘロインとコカインの既存および新規の密輸ルートが寸断

されたようであるが、紛争の直前に国内で出現していた合成薬物の密造と密輸がさらに拡

大する兆候がある。イエメンの場合、情報があまりに不完全で、結論を導き出すことができ

ないが、散発的な押収データからは、一部の薬物がイエメンを通過している可能性があるこ

とが示唆されている。ただ、紛争とこれらの薬物の動向との関連性はまだ明らかではない。 

 

紛争下におけるデータの限界  

紛争下にある地域の薬物市場に関するデータは概して非常に不確かである。既存の情報

もほとんどが押収に基づくものであり、実際の薬物供給の状況よりも不正取引に対する阻

止能力を反映している可能性がある。紛争地域と同じ地域の国々、特に紛争地域に隣接する

国々での押収を分析することは、関連するすべての国で観察された大きな変化が不法取引

市場の実際の変化を示している可能性が高いため、この限界を部分的に克服するのに役立

つ。 

 

ウクライナ: 植物由来の薬物密売ルートの転置と合成麻薬の脅威  

ウクライナで続く武力紛争は、薬物密売に影響を与えている。2021 年にヘロインとコカ

インが押収されたことは、これらの薬物が比較的低いレベルではあるが、紛争の始まる以前

からウクライナで不正取引されていたことを示すものである。しかし、武力紛争は、この薬

物密売ルートを混乱させたようである。ウクライナで押収されたヘロインの量は、2021 年

から 2022 年にかけて 90%以上と大幅に減少し、他国がウクライナをヘロインの目的地、通

過国、発出国として特定した事例も減少した。同様の減少は、コカインの場合にも報告され

ている。  

武力紛争による混乱が見られない合成薬物市場に関しては、状況は異なっているようで

ある。2021 年の合成カチノンとアンフェタミンの押収の急増と合成薬物の乱用増加が示す

ように、ウクライナでは 2022 年以前に合成薬物の国内市場が拡大していた 290, 291, 292。武力

紛争中、ウクライナでは多くの合成カチノン薬物の押収量が急増した。 最も注目すべきは、

α-PVP(2021 年から 2022 年にかけて 67 倍に増加)、メフェドロン(7 倍に増加)、合成カン

ナビノイド(4 倍に増加)などの薬物である 293。 ウクライナの近隣諸国における押収事例か

らは、合成薬物の市場が地域的に拡大していることを示唆されており、このことがウクライ

ナにおける合成薬物の密造と密輸の拡大に肥沃な土壌を提供している。 

武力紛争が特定の地域で長期にわたる行政統治のギャップを生む場合、他の紛争地域に見
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られるように、合成薬物の国内および地域の需要 294 を高めることによって、密造拠点の開

発を促進する可能性がある 295。実際、2020 年と 2021 年の両方で、ヨーロッパで解体され

たアンフェタミン密造所のほとんどはウクライナにあり(それぞれ 67 と 69 で、2019 年の 5

か所から増加)、加えて、少数のメタンフェタミン密造所 (2020 年の 3 か所と 2019 年の 1

か所から 2021 年 5 か所)とメフェドロン(2020 年に 2 か所)がウクライナで解体された。  
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イエメンは、長い間内戦で荒廃し、複数の薬物密売に曝されている 

イエメンでは、2020 年から 2022 年にかけて内戦による暴力のレベルにあまり変わりは

見られなかった。国連の仲介による一時的な停戦により 2022 年には減少したが 296、イエメ

ンは 2022 年、世界で最も多くの政治的暴力事件に見舞われた国の一つである。4 つの指標

(致死率、民間人を標的とした暴力、紛争の地方的広がり、暴力的な非国家集団の分裂)に基

づく「紛争の深刻度」に関するより広範な指標から、イエメンが、中近東のシリアと同じく

「極度の紛争の深刻さ」に苦しむ世界 8 カ国のうちの 1 つであることが示されている。  

イエメンでは、何世紀にもわたってカート（khat：覚醒作用物質を含むアラビアの草）の

栽培と消費が広まっている。カートは国際的管理下にはないが、多くの国(イエメンを除く)

が国家管理下で規制している 298。イエメンでは、男性の約 50%(42.7-57.1%)と女性の

1.3%(0.5-2.6%)がカート乱用者であると推定されている 299。 さらに、メディアによると、

当局は 12 歳未満の子供の 15〜20%がカートを噛むと推定している 300。メディアはまた、

現在の内戦により、少年兵の間で、戦場で警戒を怠らないためにカートを噛む者が増加して

いると報告している 301,302,303。 近年のイエメンでの暴力 304 は、カートの大規模な栽培と消

費が報告されている地域で多発しているようである 305。 イエメンの農民は、主に国内消費

のためにカートを栽培しているようである 306。その一部はサウジアラビア、特にイエメン

と国境を接する南西部の州にも密輸されているが 307, 308 、過去には、一部のカートは北米、

309、310 ヨーロッパ 311、312、南アジア(インド)、東アジア、東南アジア(中国、マレーシア、タ

イ、韓国)の国々にも空輸されていた 313。しかし、2014 年の内戦勃発以降、そのような密輸

は報告されていない 314, 315、316。  

きちんと記録されたカートの栽培と乱用のほかに、限られた情報から、イエメンは広範な

薬物密売買の影響を受けていることが示唆されている 317、318。近年報告された押収のケース

から、下記のように、大麻が継続的に密売されていることとメタンフェタミン、「カプタゴ

ン」、ヘロイン、コカイン、メフェドロンが散発的に密売されていることが示されている。  

> アフガニスタンを原産地とし、パキスタンを原産地とする大麻樹脂 319 の密売 

> メタンフェタミンはアフガニスタン 320 を起源とし、南西アジア、特にイラン 321 と  

パキスタン 322 から流出した可能性が高いものの密売  

> レバント地方を原産地とし、ヨルダンからの「キャプタゴン」324 の密売 

>アフガニスタンを原産地とし、パキスタンまたはイランからのヘロイン 325 の密売  

> ブラジルからのコカイン 326 の密売 

> ロシア連邦から発出するメフェドロン 327 の密売  

押収データは、イエメンに到着するまでの薬物の密輸経路に関する情報を提供しているが、

そのような密輸が国内市場や近隣諸国(サウジアラビアなど)や海外市場(ヨーロッパを含

む)へのさらなる密輸に向けられている範囲は明らかにしていない 328。 2007 年から 2012

年の間に、イエメンでは大量の大麻樹脂(2008 年は 26 トン)と「カプタゴン」(2008 年は 2.3

トン)、少量のヘロイン(2007 年は 189kg)とコカイン(2012 年は 16kg)が押収された 329。  
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犯罪集団と非国家武装集団が交錯するサヘル地域における薬物不正取引  

近年、モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、チャドなどのサヘル諸国は、

干ばつや貧困に悩まされているだけでなく、政治的暴力や関連する紛争、薬物不正取引にも

苦しんでおり、これがこの地域のさまざまな紛争に拍車をかけている。死亡者数と暴力事件

のモニタリングから、死亡者数は 2020 年から 2022 年にかけて、2020 年の推定 7,000 人か

ら 2022 年には 10,000 人以上に増加し、同時期の暴力事件の約 2,300 件から 3,600 件へと

増加したことが示されている。サヘル地域では暴力が蔓延しているが、この地域で「紛争の

深刻さが極端に深刻」であると特定されたのは 2022 年のマリのみである 330。 サヘル地域

では、アルカイダやダーイシュに忠誠を誓うジハード主義者（イスラム原理主義）グループ

など、さまざまな非国家武装グループが活動している。これらのグループは、少なくともあ

る程度は違法な薬物取引を含む、武装勢力が通常利用する多様な収入源を利用している 331, 

332。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サヘル地域のほとんどの国では、薬物不正取引は利益目的の犯罪グループによって組織さ

れている。同時に、薬物不正取引は、反政府勢力が支配する地域を「保護」または安全に通

過することと引き換えに、「税金」やその他の「関税」を支払うことで、これらの地域で活

動するさまざまな反政府勢力に資金を提供する可能性もある。マリに関する決議第 2374 号

(2017 年)に基づいて設置された専門家パネルは、さまざまな武装集団が薬物密輸にいかに

関与してきたかを強調し 333、違法な薬物市場が継続的な戦争に経済的に依存している集団

に潜在的な財源を提供していることを示している。薬物はリビアに向かう途中、マリ北部を
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経由して密輸され、非国家武装勢力に資金を提供していたことが明らかにされている。薬物

密輸船団を運営する非国家武装グループと他の競合するグループとの間の紛争は、頻繁な

衝突を招き、異なるグループ間で多数の死傷者を出している 334。  

アフリカにおけるテロリスト集団と薬物不正取引の関係については、多くのメディア報道

がなされているが、そのような集団が薬物不正取引に直接関与していることを示す実際の

証拠を明らかにする事例研究はほとんどないように思われる 335。ただ、いくつかのケース

が記録されており、多くの場合、マリに関連している。例えば、2019 年 3 月には、ギニア

ビサウで冷凍魚を積んだトラックに隠された 789kg のコカインが押収された 336。マリ専門

家パネル 337 によると、国連が特定したテロリスト集団アル・ムラビトゥーンの支持者のネ

ットワークと関係のあるマリ人のものであった 338。  

しかし、サヘル地域の多くの国では、法執行機関を含む制度的インフラが脆弱であること

から、個々の薬物押収は、根底にある薬物不正取引活動の指標としては不十分である。また、

全体像は、特定の年における各国による押収の報告や不報告にも影響されるので、押収に基

づいて薬物不正取引の根本的な傾向を特定する試みは困難なものとなっている。過去 5 年

間に押収された個々の薬物の傾向からは、サヘル地域全体で大麻(大麻草と、少ないが樹脂)

が広く入手可能であり、他の薬物、特に非医療用のトラマドールが地域内で密売されている

ことを示している。コカインは、典型的には南アメリカから西アフリカの港に密輸され、サ

ヘル地域にも運ばれる。サヘル地域からは北方の北アフリカへ密輸され、最終目的地は西ヨ

ーロッパと中東である可能性が高い 339。対照的に、アンフェタミンの不正取引は、どちら

かというと地域的な問題に留まっている思われる 140。  

モーリタニア、マリ、ブルキナファソ、ニジェール、チャドのサヘル諸国で行われた薬物

押収に関して、最も顕著なのは、押収されたコカインの量が、近年、さらに増加しているこ

とである。具体的には、2015 年から 2020 年の間の年間平均押収量が 13kg であったのに対

し、2022 年には合計約 860kg の押収事例がいくつか発生し、その大部分はニジェール、ブ

ルキナファソ、マリで報告されている。これらの押収は、おそらく、探知されないこの地域

全体の、はるかに大きな不正取引の流れの氷山の一角にすぎない。  

大麻草は、この節で分析したサヘル地域の 5 カ国で最も押収されている薬物である。2021

年に押収されたと報告された記録的押収量 36 トン(2015 年から 2020 年の年間平均 4 トン

から増加)のうち、最も多く押収されたのはマリ(18 トン)、ブルキナファソ(12 トン)、ニジ

ェール(5 トン)であった。この大麻草の多くは、地元で消費されることがもくろまれていた

ようである。次に多く押収された薬物は大麻樹脂で、2021 年には 23 トンが押収され、例年

をはるかに上回っている。押収された大麻樹脂の 70%以上はニジェール(17 トン)で報告さ

れ、マリ(6 トン)がそれに続いた。サヘル地域のルートに沿って密輸される大麻樹脂の原産

地は、典型的にはモロッコであり、その最終目的地は、しばしば北アフリカの他の国々であ

り、時には中東やヨーロッパの国々である 341。モロッコからリビアへ向かう大量の大麻樹

脂の密輸は、停戦違反にあたるおそれがあり、この地域のグループ間の致命的な衝突を引き
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起こした例がいくつかある 342。 

5 カ国における覚醒剤 ATS（amphetamine-type Stimulants）の押収(2021 年は 5 トン)は、

2021 年の押収量の 94%を占めるブルキナファソに地理的に集中しており、次いでニジェー

ル(3%)、マリ(3%)となっている。2017 年から 2021 年の間に押収された覚醒剤 ATS は、

主に médicaments de la rue、すなわち密輸された化学物質および/または覚醒剤特性を持つ

偽造医薬品であり 343、これらは主に国内市場で使用されているようである 344。  

トラマドールの非医療使用は西アフリカと中央アフリカで広まっているが、5 カ国でのこ

の薬物の押収は少ない。2021 年に押収された総量は 195kg で、同地域で押収されたトラマ

ドール全体の 1%未満に相当する。これは、2019 年と 2020 年よりも多かったが、2015 年

から 2020 年の平均量(389kg)よりも少なく、2014 年に報告されたピーク時の押収量(2.6 ト

ン)よりもはるかに少ない。2015 年から 2021 年の間に押収されたトラマドールの量が最も

多かったのはニジェール(5 カ国で押収された総数の 89%)で、チャド(10%)とマリ(1%)が

それに続いた。しかし、他の薬物の密輸とは対照的に、サヘル諸国では、トラマドールの密

輸や、より一般的な医療製品の密輸に関しては武装集団が関与しているという証拠はほと

んどないようである 346。 
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